
医療・介護改革の行方 ～2018年に向けて～
【医師会の視点から】

医療介護福祉政策研究フォーラム
平成29年新春座談会

日本医師会常任理事
鈴木 邦彦

2017年1月11日（水）



2

日本の医療がもたらしたもの
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日本は世界トップクラスの長寿国に！

出典：平26.10.1 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

⇒ 健康寿命との間に大きな格差
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いま、考えなければいけないこと

少子化の進展少子化の進展

労働力人口の減少労働力人口の減少

給与水準の低下・保険料負担の増大給与水準の低下・保険料負担の増大

どうやって若年世代の負担を減らし、
社会保障制度を守っていくか

どうやって若年世代の負担を減らし、
社会保障制度を守っていくか

健康寿命を延伸し、
元気な高齢者が活躍できる社会へ

健康寿命を延伸し、
元気な高齢者が活躍できる社会へ
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垂直連携中心から水平連携中心へ



医療と介護

高齢者医療・介護 と それ以外の医療

地域包括ケア 高度急性期医療

医療機関 ：

かかりつけ医機能を持つ

高度急性期病院
単科専門病院

中小病院
有床診療所
診療所

担い手 ： 専門医
かかりつけ医 総合診療専門医 それ以外

育成・養成 ： 日医かかりつけ医機能研修制度 日本専門医機構

超高齢社会における医療と介護の役割の変化（私案）
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日本のかかりつけ医の現状 日本型かかりつけ医が必要
①診療科を問わない ①すべての専門医
②制度化されていない ②総合診療専門医を含む

③専門医以外の医師

ドイツの家庭医
（日本のかかりつけ医に類似）

一般内科専門医（家庭医専門医）
⇒家庭医契約もあるが普及していない

内科専門医
小児科専門医
一般医

日本型かかりつけ医の必要性

対象

家庭医（GP）
制度化の圧力・総合診療医

対象
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なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、

必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近

で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力

を有する医師。

「医療提供体制のあり方」 2013年8月8日

日本医師会・四病院団体協議会

「かかりつけ医」とは（定義）



かかりつけ医の有無で満足度も健康管理も変わる

• かかりつけ医がいる人ほど、全ての年齢階層において、受けた医療への満
足度は高く、「栄養バランスのとれた食生活に気を付ける」など健康のため
に日常的により多くのことに気を付けている

• 国民の健康増進のためにもより多くの人がかかりつけ医を持てることが重要
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第５回日本の医療に関する意識調査（日医総研WP No.331）



かかりつけ医と総合診療専門医

・日本医師会の役割は、地域医療や医療政策をはじめとする医

療提供体制全般について全責任を持つこと。

・日本専門医機構の役割は学問的な見地から、専門医の認定評

価の標準化を行うこと。

・地域医療と専門医制度を整合させるため、日本医師会と日本専門医機構

と各学会は緊密な連携を取る必要がある。

かかりつけ医
日本の医療提供体制の土台を支える

最も重要な役割

総合診療専門医 あくまでも学問的な見地からの評価によるもの
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日医かかりつけ医機能研修制度

【目的】
今後のさらなる少子高齢社会を見据え、地域住民から信頼される「かかりつけ

医機能」のあるべき姿を評価し、その能力を維持・向上するための研修を実施す
る。

【実施主体】
本研修制度の実施を希望する都道府県医師会

【かかりつけ医機能】
１．患者中心の医療の実践
２．継続性を重視した医療の実践
３．チーム医療、多職種連携の実践
４．社会的な保健・医療・介護・福祉活動の実践
５．地域の特性に応じた医療の実践
６．在宅医療の実践

平成28年4月1日より実施
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【研修内容】

基本研修

・日医生涯教育認定証の
取得。

応用研修 実地研修

・社会的な保健・医療・介
護・福祉活動、在宅医
療、地域連携活動等の
実践。

規定の活動を２つ以上実
施（10単位以上取得）

３年間で上記要件を満たした場合、都道府県医師会より
修了証書または認定証の発行（有効期間3年）。

日医かかりつけ医機能研修制度

・日医が行う中央研修、
関連する他の研修会、お
よび一定の要件を満たし
た都道府県医師会並び
に郡市区医師会が主催
する研修等の受講。

規定の座学研修を１０単
位以上取得



日医かかりつけ医機能研修制度 現在の進捗状況（H28.11月現在）
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平成28年度より実施： ２８ヶ所

平成30年度までに実施： １９ヶ所

実施検討中： ０ヶ所

実施予定なし： ０ヶ所

計： ４７都道府県医師会

【制度実施状況】

5月22日（日）日医において中央研修を実施
（参加者数：6,051名（日医会館：276名 TV会議：5,775名）

【応用研修実施状況】

その後、約２０都道府県医師会において
応用研修会が開催されている。（予定含む）



医療提供体制のあり方
日本医師会・四病院団体協議会合同提言

（平成２５年８月８日）



医療提供体制のあり方~地域包括ケアシステム構築に向けて~
四病院団体協議会追加提言

（平成２５年１１月１８日）



平成26年診療報酬改定において、「地域包括ケア病棟」が新設された。その機能
は、・急性期病院からの急性期後の受け入れ、・在宅療養、介護施設等からの急性
増悪の受け入れ、・在宅・生活復帰の支援、とされている。しかしながら、現時点の

データからは、その機能は急性増悪時の受け入れ（手術、検査、治療）等の実施は
極めて少なく、リハビリテーションに代表される急性期後の医療が主体となっている。

今後の超高齢化を踏まえれば、地域包括ケア体制の中で患者情報を共有し、急変
時には24時間365日二次救急に対応する機能を持つ病院が必要と考える。そして、
地域包括ケアを推進するためには、こうした入院受け入ればかりではなく、退院後に
安心して療養できるための支援を行うなどの地域の医療・介護連携を支援する病院
を、地域ごとに整備することが不可欠である。

そのためには、地域包括ケア病棟を病院機能という視点から位置付け、診療報酬
において評価する必要がある。

2015年10月28日 日本医師会・四病院団体協議会からの提言

地域包括ケア病棟のあり方（病院機能の視点より）
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病床規模別に見た病院の方向性

５００床以上
高度急性期～
急性期に特化

将来とも手厚い診療
報酬が確実
但し数は限定

２００～５００床未満
上下いずれかを
選択

統合⇒ダウンサイジング

ダウンサイジング

連携強化

地域医療連携推進法人

２００床未満

地域包括ケア
を支える病院

ケアミックス
かかりつけ医機能
在宅療養支援病院

単科専門病院

補助金 でﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ
平均在院日数

施設 でﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ
在宅

平均在院日数 でﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ
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日本型在宅支援システム

高度急性期大病院

在宅医療圏

二次医療圏

在宅療養支援
診療所（有床診）

在宅療養支援病院
（中小病院）

在宅療養支援
診療所（無床診）

かかりつけ医

85



施設 中重度 ⇒ 要介護 ＋ 要医療 入院

介護保険 医療保険

認知症

軽 　度 ⇒  ロコモ

 フレイル

在宅  サルコペニア 在宅
（住まい） （住まい）

一体的提供必要

高齢者医療と介護の一体化とかかりつけ医の役割の拡大

地域包括ケア

まちづくり

医療
介護

診療所

有床診療所

中小病院

地域支援

事業

総合事業

在宅医療・介護連携推進事業

栄養福祉 障がい者・子ども支援

子育て支援 → 次世代の育成

日
常
生
活
圏
域

郡
市
区
医
師
会

リハビリ

かかりつけ医急性期大病院

元気高齢者の就労・社会参加

生活支援

介護予防

保健健康寿命・健康経営

入院

外来

在宅

もっと地域・社会へ！



医療機関を中心としたまちづくり計画
高齢者タウン

デイサービス・高齢者住宅・遊歩道公園
保育所・コンビニ・レストラン

病院・老健・特養・コミュニティカフェ

バリアフリー化
電柱埋設化

19



20



21



医療機関・介護施設における地域活性化モデル

超高齢化に伴い医療・介護の需要

医療機関・介護施設には地方でも若い人材が集まり易い
市内居住者には
住宅補助支給

有資格者は男女平等 地方では職場内で出会いの確率高まる

産休・育休を取り易い環境作り 上司も共に喜ぶ

職場復帰し易い環境作り 24時間対応保育所開設

夫婦共同じ法人内なので仕事の融通がし易い 上司も理解し易い

診療報酬・介護報酬が大幅に上がらなくても共働きで職住接近なら充分生活可能

育休や職場復帰後の短時間勤務を可能にするゆとりは必要

定住する若年層・子供の増加 市内にマイホームが持てる補助が必要(市の責任)

地方の人口減少対策や活性化にも貢献 アベノミクスを地方に波及させ、地方創生を成功させ
るには、地方の重要な産業となっている医療・介護分
野の若い人材が、出産・子育てをしながら地域に定着
できるだけの診療報酬・介護報酬の確保が必要
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次世代育成支援対策推進法に基づく

90



仕事と子育ての両立には手厚い人員配置が必
要だが、事業者支援が全く考慮されていない。

少子化を止めるには事業者支援も必要



３重のコンパクトシティによる地域活性化構想

コンパクトシティ
人口20～30万人

ミニミニコンパクトシ
ティ
＝コンパクトビレッジ
人口3～5千人

ミニコンパクトシティ
＝コンパクトタウン
人口3～5万人

公共交通機関
市民バス
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ

公共交通機関
（鉄道・バス）

診療所
郵便局
床 屋
コンビニ

ミニマムセット



進化する地域包括ケア

障害者支援

障がい児・者支援
仕事と子育て両立

次世代の育成
＝

高齢者の医療・介護

地域包括ケア＝まちづくり
＝

子どもの
貧困対策

若年層の転職支援
再就職支援

元気高齢者の就労・
社会参加の推進

ミニコンパクト
シテイの構築

公共交通機関
の確保

26


